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業種変更前（変更なし）※業種変更年月日

1. 令和7年４月～令和8年３月までの労働分の賃金
   （通勤手当等を含んだ総支給額、賞与を含む）をご記入ください。
2. 会社ゴム印・代表者印を押印の上、青色の返信用封筒にてご返送ください。
3. 申請書①提出以降に所在地等変更があった場合は、赤字で訂正の上ご返送ください。

データをメールにて送信の場合は提出期限が

令和8年４月10日（金）となります。
詳しい内容は本誌の「裏表紙」をご確認ください。

すでに退職された労働者であっても、
令和7年4月以降に賃金の支払いがあ
れば、労働保険料の算定対象となります。

4月3日（金）まで
書類提出/令和8年

3月
31日

2月
15日

〈手続の流れ〉

各該当者の人員（産休、育休、労災、傷病等休業者含む）、支払賃金をご記入ください。雇用保険記入欄E

F

雇用保険に加入している労働者全員
（ の被保険者を除く）

雇用保険の加入資格がないパートタイマー、アルバイト

雇用保険に加入している労働者全員（②の労働者を除く）
出向労働者は出向先で申告してください。

各該当者の人員（産休、育休、労災、傷病等休業者含む）、支払賃金をご記入ください。

雇用保険の兼務役員の届出をしている方
（税法上の役員報酬部分を除いた労働者部分のみ記入。被保険者扱いするには職安への届出が必要です。）

雇用保険の兼務役員の届出をしている方

申告書

申告書 メール提出時は必ずご入力ください。

※ご提出後に変更が発生した場合はご連絡ください。

報告書作成者の氏名、印鑑

ゴム印、代表者印（メール提出時は押印不要）

・作成者氏名

・事業主氏名

その他の記入欄
松井 大輔

東ノ内商会株式会社
鈴木　一郎
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F

462-0002

名古屋市北区清水 1-3-1

東ノ内産業（株）

鈴木　一郎
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2302 202976 6

3 02 935090 345

10,645,107 1,421,000 12,066,107 10,645,107 10,645,107
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欄

建設業の工場、事務所の労災保険は、
工事現場作業者の全賃金を含める必要
はありません。該当業務従事分の賃金
をご記入ください。

※派遣社員は派遣元で計上されるため含めません。
※退職金は含めません。

（税法上の役員報酬部分を除いた労働者部分のみ記入。被保険者扱いするには職安への届出が必要です。）

（建設業の工場・事務所の労災保険については、該当業務従事者分の人員、賃金をご記入ください。）


